
 

 

別紙１ 

 

① 令和元年度の地域ケア会議の回数 

・生野区包括支援センター 58 回 

・鶴橋地域包括支援センター 3４回 

・東生野地域包括支援センター 65 回 

・巽地域包括支援センター 41 回 

 

② 見えてきた課題 

（１）複合課題をもつ人の介護が適切に行えてないケースがある。 

（２）地域から孤立しているケースがある。 

（３）権利擁護について、成年後見申し立てをして、後見人が選任するまでに時間がかかる。 

 

 

③ 区包括圏域で取り組む課題 

・関係機関や地域関係者にも地域ケア会議への参加を積極的に促し、情報共有しながら支

援を検討する。 

・障がい者の相談機関とも連携を強化していく。 

・地域関係者にも地域ケア会議への参加を積極的に促し、事例を通して認知症の理解を 

深めてもらい、地域の見守りの体制強化につなげる。 

・地域関係者と協働で、町会未加入者も含めた高齢者見守り訪問や相談会を開催すること

により、困っている方の早期発見・早期対応に努める。 

 

④ 地域ケア推進会議（区）に報告した課題 

令和元年度は、コロナ感染防止対策の対応のため、会議は中止し、資料での意見交換にな

りました。報告した課題は、②の見えてきた課題の 3 点です。 

 

⑤ 委員からの質問 

（１）独居の方が問題となるケースが多いが、独居老人の把握は地域の民間の情報に頼るの

ではなく行政としてなにかできないか？ 

 

回答：本市から生野区社会福祉協議会に委託している要援護者の見守りネットワーク 

強化事業において、高齢者・障がい者・難病等見守りの対象となる方を名簿作成し、

見守りの希望の有無を本人に郵送で確認し、希望者に対しては地域の人で見守り

を行っている。また、近隣や親族の方からの相談を受けて知り得ることとなり、見



 

 

守り相談室や民生委員から情報提供を受けて、対応することになる。 

 

（２）課題の中核は認知症である場合がほとんどなので認知症への早期介入が一番 

効果的だと思うので、課題が複合化する前に介入できないか？ 

また、事情があるとどうしても地域・近所の目を避けがちになり、心を開くことを

嫌がるようになってくる。援助を求める体制をどうして作っていくかが大きな問

題になってくる。 

 

回答：課題が複合化する前に介入するためには、早期発見が大事。地域住民の方々の 

高齢者世帯等の見守り意識を高めることで、心配な高齢者世帯等の相談が区役

所、包括等に入ると早期に介入できる。包括、ブランチの存在を周知していく。

また、認知症で困っているということを早く知るしくみが必要になるが、医療機

関を受診していても、主治医が認知症で困っている患者のことを包括に相談す

ることが個人情報の問題でできないため、区民が認知症について理解を深める

ことが必要、早期に家族や自分が包括等に相談につなぐことが重要。 

 

⑥ 区レベルの課題 

②の見えてきた課題で示した 3 点と同様です。 

 

 

⑦ 市地域ケア推進会議に報告した提言 

「複合課題をもつケースへの対応方法の研修が必要」とした。 

 



別紙２ 

 

 

①  在宅支援ネットワーク会議につきましては、医師会、歯科医師会、薬剤師会、在宅医療・介護連

携相談支援室、地域包括支援センター、総合相談窓口連絡会、居宅介護支援事業所連絡会、訪問介

護事業所連絡会、いくのナース会、生野区社会福祉協議会、認知症初期集中支援チームより、それ

ぞれ代表の方を選出いただき、委員として参加いただいています。 

また在宅支援ネットワーク会議において、令和元年度は 6 月にワールドカフェ、9 月に事例検討

会、12 月に多職種研修を行い、委員として参加していない他の職種（病院や施設）の方々にも広く

周知の上、参加いただき、連携を図っています。 

 

②  一昨年専門職シンポジウム開催時にアンケートを行ったところ、連携に関して課題となっている

ことは、お互いの役割（の違い）がわからない、考え方や価値観の違いがあるなどの意見が多く、

そもそも話し合う機会もなく、情報共有できてないことがわかったため、在宅支援ネットワーク会

議において、多職種参加の研修等を行うことで、違う職種が集まる機会を設け、お互いの意見や考

え方、情報等を共有しています。 

 

③  生野区は一人暮らしの高齢者率が高いため、もし自分が病気などで寝たきりになったら、介護な

どどうすればいいか？という不安を抱える一方、いつまでも住み慣れた所で安心して暮らしていき

たいという思いを持っている方に対し、自宅で「在宅医療」という選択肢もあるということ、また

「在宅医療」とはどういうことか？を広く周知する必要があります。 

   在宅支援ネットワーク会議においても、広く「在宅医療」について知ってもらうために、年 1 回 

区民向けのシンポジウム等を行っています。また平成 30 年度には、区民向けに在宅医療に関する 

パンフレットも作成しました。 

   今年度においても、コロナウィルス感染症の関係で時期は未定ですが、在宅医療に関して、シン

ポジウムや講演、パンフレットなどを通じて、広く区民へ周知していくとともに、多職種参加の研

修等で、多職種同士が集まる機会を設け、多職種間の連携も図っていきます。 

 



質問１－３ 

 

① 令和 2 年度の高齢者人口の 55％以上の件数 

生野区内 65 歳以上の人口 42,281 人のうち、23,255 人以上となります。 

 

② 令和元年度の相談延件数 

・生野区地域包括支援センター6,181 件/12,083 人 

・東生野地域包括支援センター 5,430 件/8,687 人 

・鶴橋地域包括支援センター 4,936 件/8,311 人 

・巽地域包括支援センター 4,277 件/13,200 人 

以上、区内で相談延件数 20,824 件/42,281 人、49.3% です。 

 

③ 相談内容で多い順 

1 介護サービスに関すること 

2 経済・生活問題 

3 介護予防サービスに関すること 

 

④ 引き続き、③の相談内容を中心に、地域包括支援センターと連携・協力しながら、高齢

者の支援に取り組んでまいります。 

 

別紙３ 
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